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コロナウイルスによる保育所への対策に関する陳情 

 

 コロナウイルスの蔓延によって保育士が全国的に危険にさらされている中，茨

城県の保育所は開所を続けているが，保育所は小中高校よりも人の出入り（保護

者等）が多く多数の方と会話をしなければいけない。 

また小さな子供たちはソーシャルディスタンスをよく理解できないため接近し

てしまい，まさに３密状態を作っているその中で保育士は働いている。 

この環境では幼児から幼児へさらに保育士そしてその家族へと大きなクラス

ターを発生させてしまうと危惧される。 

そうなった場合はより大きな労力と対策費が必要となると考える。 

保育士の環境は劣悪であると言わざるをえず早急な対策を陳情する。 

 

〔陳情事項〕 

 １ 保育所の閉鎖 

 ２ 閉鎖できない場合は登園園児の削減（登園が必要な理由を明確にする） 

 ３ 仕事に支障をきたす保護者への休業手当の検討（より登園を減らせる） 
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